
今
回
ユ
ニ
オ
ン
が
行
っ
た｢

空

席
ポ
ス
ト
実
態
調
査｣
は
事
務

所･

出
張
所
の
係
長
ポ
ス
ト
と

専
門
員
な
ど
の
ポ
ス
ト
の
空
席

状
況
調
査
で
す
。
昨
年
も
同
様

の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
全
国

で
昨
年
は
１
７
２
の
係
長
ポ
ス

ト
が
空
席
で
し
た
が
、
今
年
は

３
１
３
も
の
係
長
ポ
ス
ト
が
空

席
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
の
空

き
ポ
ス
ト
の
数
は
昨
年
の
２
倍

近
く
に
増
え
て
い
ま
す
。

組
織
的
に
は
、
事
務
所
係
長

１
３
８
（
８
１
）
ポ
ス
ト
・
出

長
所
係
長
１
７
５
（
９
１
）
ポ

ス
ト
、
職
種
的
に
は
、
事
務
系

１
３
２
（
９
５
）
ポ
ス
ト
・
技

術
系
１
８
１
（
７
７
）
ポ
ス
ト

に
な
っ
て
い
ま
す
。
空
き
ポ
ス

ト
は
、
係
長
の
他
専
門
員
な
ど

や
局
係
長
・
官
ポ
ス
ト
に
も
み

ら
れ
て
い
ま
す
。
専
門
員
等
は

（
１
０
８
）
８
１
の
ポ
ス
ト
が

空
い
て
い
ま
す
。

（

）
書
き
は
昨
年

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
空
き
ポ

ス
ト
は
事
務
所･

出
張
所
間
の

併
任
で
急
場
を
し
の
い
で
い
る

実
態
で
す
。
そ
の
一
方
で
本
省

･

本
局
が
増
員
さ
れ
て
い
る
実

態
も
あ
り
ま
す
。

業
務
の
実
働
部
隊
で
あ
る

｢
係
長
ポ
ス
ト｣

（
専
門
員
等
も
）

に
欠
員
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
分

課
長
・
出
張
所
長
や
他
の
職
員

の
労
働
強
化
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
す
し
、
当
局
の
都

合
で
併
任
を
掛
け
ら
れ
た
職
員

自
身
も
、
今
ま
で
以
上
の
労
働

強
化
に
な
り
ま
す
。

「
複
雑
・
多
様
化
す
る
業
務

内
容
、
減
る
人
員｣

の
構
造
は､

今
後
も
続
き
ま
す
。
休
日
出
勤

や
昼
夜
を
違
わ
な
い
メ
ー
ル
攻

撃
、
い
つ
被
告
席
に
あ
げ
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
管
理
責
任
の

追
及
な
ど
、
職
場
の
管
理
職
員

の
労
働
強
化
も
強
ま
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
弱
く
な
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
現
在
の
よ

う
に
職
場
に
多
く
の｢

空
き
ポ

ス
ト｣

の
あ
る
実
態
は
、
こ
れ

ま
で
培
っ
て
き
た
技
術
の
継
承

や
人
材
育
成
が
出
来
な
い
職
場

環
境
を
作
り
、
こ
の
こ
と
は
結

果
的
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
ま

す
。

当
局
に
こ
う
し
た｢

空
き
ポ

ス
ト｣

の
指
摘
を
す
る
と
当
局

は｢

併
任｣

で
解
決
し
て
い
る
が

ご
と
く
説
明
を
し
て
い
ま
す

が
、
そ
も
そ
も｢

併
任｣

に
は
厳

し
い
縛
り
が
あ
り
、
安
易
に｢

併

任
辞
令｣

を
乱
発
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
裏
面
下
段
に
続
く
）
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進む組織の空洞化

係長の空席ポスト全国で３１３に増加
専門員等は１０８ポストが空席

高
圧
的
な
査
定
局
を
上
回
る
デ
ー
タ
ー
と
気
概
を
持
っ
て

増
員
要
求
に
臨
め

ユ
ニ
オ
ン
は
、
今
年
の
四
月
期
人
事
の
終
了
後
、
係
長･

専
門
員
等
ポ
ス
ト
の
空
席
状
況
を
調

査
し
ま
し
た
。
今
号
で
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

事務 0 6
技術 0 5
事務 0 20 0
技術 12 23 3
事務 0 9 3
技術 7 6 42
事務 6 14 1
技術 9 22 5
事務 20 19 11
技術 39 18 17
事務 11 11 1
技術 17 5 20
事務 5 8 0
技術 4 6 3
事務 1 0 2
技術 0 1 0
事務 0 2
技術 7 0
事務 43 89 18
技術 95 86 90

合計

事務所
（本院）

出長所
（地測）

中国

四国

近畿

東北

九州

地理

全国係長等空きポスト実態　２０１５，４

専門員
など

北陸

関東

中部

併
任
に
は
厳
し
い
縛
り
が
あ
り
ま
す

（併任ができる場合）
＝人事院規則８－１２の３５条＝
「併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障が
ないと認められる場合には、真にやむを得ないもの
に限るものとする。｣として、何でも｢併任｣出来るも
のでないことを規定しています。

（併任制度の運用の適正化についての通知）
引き続き長期にわたって併任官職の業務に専ら従

事させるような形態の併任をできる限り解消してい
くよう努めてください。
本務官署から遠隔地にある官署（本務官署から概

ね６０キロメ―トル以上離れた官署をいう。）に属す
る官職への併任については真にやむを得ないものに
限るようにするなど適正な運用に努めてください。



７
月
１
５
日
の
委
員
会
強
行

採
決
、
翌
１
６
日
の
衆
議
院
本

会
議
で
の
強
行
採
決
の
結
果
、

｢
戦
争
法
案｣

は
衆
議
院
を
通
過

し
、
参
議
院
に
送
ら
れ
ま
し
た
。

一
部
の
マ
ス
コ
ミ
は｢

６
０

日
ル
ー
ル｣

な
ど
を
説
明
し
、

｢

戦
争
法
案｣
が
自
然
成
立
す
る

よ
う
な
宣
伝
を
行
っ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
こ
の｢
戦
争
法
案｣

は
予
算
案
や
条
約
と
異
な
り

「
自
然
成
立
」
が
あ
り
ま
せ
ん
。

政
府
・
与
党
が
戦
争
法
案
を

成
立
さ
せ
る
に
は
参
院
で
の
強

行
採
決
か
、
衆
院
で
強
行
再
議

決
し
か
な
い
の
で
す
。
強
行
採

決
を
許
さ
な
い
国
民
世
論
が
圧

倒
的
多
数
と
な
り
、
内
閣
支
持

率
を
さ
ら
に
下
落
さ
せ
る
状
況

を
つ
く
れ
れ
ば
、
こ
の｢

戦
争

法
案｣

は
廃
案
に
追
い
込
め
る

の
で
す
。

多
く
の
憲
法
学
者
、
研
究
者

や
歴
代
元
内
閣
法
制
局
長
官
な

ど
が
こ
の｢

法
案｣

が
違
憲
で
あ

る
こ
と
か
ら
そ
の
成
立
に
の
反

対
の
声
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

ま
た
、｢

戦
争
法
案｣

の
衆
院

通
過
を
受
け
て
、
毎
日
新
聞
が

７
月
１
７
、
１
８
日
に
行
っ
た

全
国
世
論
で
は
、
安
倍
内
閣
の

支
持
率
は
３
５
％
で
、
第
２
次

安
倍
内
閣
発
足
後
で
最
低
と
な

っ
て
い
ま
す
。
不
支
持
率
は
５

１
％
と
初
め
て
半
数
に
達
し
ま

し
た
。
そ
し
て
今
回
の
与
党
の

強
行
採
決
に
つ
い
て
は
「
問
題

だ
」
と
の
回
答
が
６
８
％
で
、

「
問
題
で
は
な
い
」
の
２
４
％

を
大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、｢

戦
争
法
案｣

に
「
反

対
」
は
６
２
％
、
「
賛
成
」
は

２
７
％
と
賛
否
の
差
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

今
後
の
国
会
日
程
は
、
２
４

日
の
参
院
本
会
議
で
特
別
委
員

会
が
設
置
さ
れ
、
２
７
日
の
本

会
議
で
戦
争
法
案
の
趣
旨
説
明

と
質
疑
、
２
８
、
２
９
両
日
に

は
特
別
委
員
会
で
の
質
疑
が
そ

れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
見
通
し
と
な

っ
て
い
ま
す
。

「
９
月
１
４
日
か
ら
の
週
に

法
案
を
あ
げ
（
成
立
さ
せ
て
）
、

２
１
日
か
ら
国
連
へ
行
く
と
き

の
最
大
の
ア
メ
リ
カ
土
産
が
安

保
法
制
だ
。
必
要
が
あ
れ
ば
６

０
日
ル
ー
ル
も
使
う
」
あ
る
自

民
党
関
係
者
は
安
倍
政
権
が
狙

う
戦
争
法
案
成
立
の
シ
ナ
リ
オ

に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま

す
。国

民
世
論
を
無
視
し
国
民
主

権
を
踏
み
に
じ
り
立
憲
主
義
を

破
壊
す
る
安
倍
政
権
の
暴
走
を

食
い
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
為
に
は
、
今
私
た
ち

の
出
来
る
こ
と
、
学
習
会
や
集

会
へ
の
参
加｢

戦
争
反
対
署
名｣

の
集
約
な
ど
全
て
実
行
し｢

子

や
孫
を
戦
場
に
送
り
出
さ
な
い

た
め｣

奮
闘
し
ま
し
ょ
う
。

（
表
面
よ
り
続

く
）こ

う
し
た
多

く
の｢

空
き
ポ

ス
ト｣

を
職
場

に
生
み
出
し
て

い
る
原
因
は
、

言
う
ま
で
も
な

く
連
年
に
わ
た

る
大
幅
な
定
員

削
減
に
あ
り
ま

す
。増

員
要
求
に

関
し
て
内
閣
人

事
局
は
昨
年
の

ユ
ニ
オ
ン
と
の

交
渉
で｢

公
務

員
を
増
や
せ
と

い
う
声
は
ど
こ

に
も
な
い
。
公

務
員
を
も
っ
と

減
ら
せ
と
い
う

声
だ
け
だ
」
と

高
圧
的
に
要
求

の
押
さ
え
つ
け

を
行
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
憲

法
で
保
障
さ
れ
た｢

生
存
権｣

を

は
じ
め
と
し
た
国
民
の
生
命･

財
産
を
守
る
べ
き
国
の
責
務
を

投
げ
捨
て
、
そ
れ
ら
を｢

儲
け

の
対
象｣

と
す
る
財
界
や
そ
の

尻
馬
に
乗
っ
て
騒
ぎ
立
て
て
い

る
一
部
の
議
員
・
御
用
学
者
の

主
張
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震

災
を
は
じ
め
、
近
年
数
多
く
発

生
し
て
い
る
自
然
災
害
の
中

で
、
そ
の
復
興
の
た
め
愚
直
に

活
動
す
る
公
務
員
の
評
価
は
高

く
、
少
な
く
と
も
国
土
交
通
省

特
に
地
方
整
備
局
の
組
織
の
拡

充
と
増
員
を
求
め
る
声
が
上
が

っ
て
き
て
い
ま
す
。
２
０
１
２

年
に
ユ
ニ
オ
ン
や
国
土
交
通
労

組
等
で
行
っ
た
請
願
活
動
で

は
、
５
３
５
も
の
自
治
体
が｢

地

方
整
備
局･

事
務
所
の
機
能
の

拡
充
組
織
の
増｣

を
採
択
し
て

い
る
の
が
事
実
で
す
。

当
局
に
も
、
自
信
を
持
っ
て

｢

増
員｣

要
求
を
し
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。

｢戦争法案｣に自然成立はありません
勝負は参院･衆院での強行採決をさせない世論作り

９
月
２
１
日
か
ら
国
連
に
行
く
安
倍
首
相
の

最
大
の
ア
メ
リ
カ
土
産
が
安
保
法
制
だ

「６０日ルール」とは

憲法５９条１項は法案が成立する基本原則
を定め、「（衆参）両議院で可決したとき法律
となる」としています。つづいて同条２項は、
衆院で可決した法案を参院が否決した場合に
ついて、この法案を衆院で再び３分の２以上
の多数で再可決したときは、それによって法
律となると規定し、衆院の優越を定めました。
そのうえで、同条４項は、衆院で可決され

参院へ送られた法案を、参院が受け取ってか
ら６０日以内に議決しないとき、衆院は参院
がその法案を「否決したものとみなすことが
できる」としています。「否決とみなす」ため
には、そのための議決を行います。これが「６
０日ルール」です。
法案成立の原則は衆参両院の意思の合致で

ある以上、参院で徹底審議が進んでいるとき、
その審議を尊重するのが当然ですし、衆院が
参院の審議を一方的に打ち切るような、「６０
日ルール」の運用の仕方は、熟慮と再考の機
会を保障した二院制の存在意義を、力で否定
することになります。｢６０日ルール｣の適用
は例外中の例外であり、その乱用は厳に戒め
るべきです。

国民の安全･安心を守るのは、国の義務


